
昭和⼆⼗七年⼤蔵省令第百三⼗⼀号
⽇本銀⾏の本邦外における外貨債の特別取扱に関
する省令

国債に関する法律（明治三⼗九年法律第三⼗四号）第⼀条の規定に基き、⽇本銀
⾏の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令を次のように定める。

１ ⽇本銀⾏は、本邦外において元⾦償還及び利⼦⽀払を要する外貨債に関する事
務については、財務⼤⾂の指⽰するところにより、財務代理⼈に取り扱わせるも
のとする。

２ ⽇本銀⾏は、前項の財務代理⼈と財務代理契約を締結しようとするときは、あ
らかじめ、当該財務代理契約の内容について財務⼤⾂の認可を受けなければなら
ない。財務代理⼈を廃⽌若しくは変更し、⼜は財務代理契約の内容を変更しよう
とするときも、また同様とする。

附 則

この省令は、公布の⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼀⼆年⼋⽉⼆⼀⽇⼤蔵省令第六九号） 抄

１ この省令は、平成⼗三年⼀⽉六⽇から施⾏する。


